
表紙　支え合うこころ
　　（ボランティアの申込みをする高校生）
　７月３日・14日に日田を襲った大雨は、甚大な被
害をもたらしました。そんな中、地元の高校生を含
む多くの市民、そして市外の方々が、片付け等の手
伝いをするボランティアに参加してくれました。
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災
害
に
関
す
る

お
知
ら
せ

高
圧
洗
浄
機
の
貸
出
し

　
災
害
に
よ
り
、
家
屋
な
ど
に
入

り
込
ん
だ
泥
な
ど
を
洗
浄
す
る
高

圧
洗
浄
機
を
自
治
会
に
貸
し
出
し

ま
す
。
希
望
す
る
自
治
会
は
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
環
境
課
生
活
環
境
係

　
☎
㉒
８
２
０
８
（
市
役
所
２
階
）

災
害
に
便
乗
し
た

悪
質
商
法
に
注
意
を
！

　
過
去
に
災
害
に
便
乗
し
た
「
住

宅
修
理
の
勧
誘
」
や
「
点
検
商
法

（
上
下
水
道
等
）」
の
悪
質
商
法

が
多
数
発
生
し
て
い
ま
す
。
「
市

か
ら
依
頼
を
受
け
て
来
た
」
「
消

防
署
か
ら
来
た
」
と
電
話
や
訪
問

を
し
て
、
し
つ
こ
く
契
約
を
勧
め

た
り
、
急
が
せ
た
り
す
る
不
審
な

業
者
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
何
か
お
か
し
い
と
感
じ
た
と
き

や
被
害
に
遭
っ
た
と
き
は
、
消
費

生
活
相
談
窓
口
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

■
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０
‐
０
６
４
‐
３
７
０

問
市
民
活
動
推
進
課
消
費
生
活
・

　
男
女
共
同
参
画
推
進
係

　
☎
㉒
９
３
９
３
（
市
役
所
２
階
）

市
税
・
県
税
等
の
減
免

■
市
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険

税
、
介
護
保
険
料

　
災
害
等
に
よ
り
生
活
が
著
し
く

困
難
に
な
っ
た
方
は
、
減
免
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
係

　
☎
㉒
８
３
９
６
（
市
役
所
１
階
）

■
固
定
資
産
税
　
災
害
に
よ
り
固

定
資
産
が
滅
失
又
は
き
損
し
た

り
、
著
し
く
価
値
を
減
じ
た
り

し
た
場
合
は
減
免
さ
れ
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
資
産
税
係

　
☎
㉒
８
２
０
６
（
市
役
所
１
階
）

■
自
動
車
税
、
個
人
事
業
税
、
不

動
産
所
得
税
等

　
減
免
措
置
等
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
日
田
県
税
事
務
所

　
☎
㉒
４
１
７
５

納
税
の
猶
予

　
災
害
に
よ
り
市
税
や
県
税
の
徴
収

金
を
期
限
内
に
納
付
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
納
税
の
猶
予

（
１
年
以
内
）
が
認
め
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
猶
予
期
間
は
延
滞
金
の
２
分
の
１

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

問
税
務
課
納
税
係

　
☎
㉒
８
２
０
５
（
市
役
所
１
階
）

　
大
分
県
日
田
県
税
事
務
所

　
☎
㉒
４
１
７
５

申
告
時
の
雑
損
控
除

　
災
害
に
よ
り
資
産
（
事
業
用
の

資
産
は
除
く
）
に
損
失
が
生
じ
た

場
合
は
、
確
定
申
告
や
市
県
民
税

申
告
で
雑
損
控
除
の
適
用
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
所
得
税
で
は
、
減
免
を
受
け
る

か
雑
損
控
除
を
受
け
る
か
は
納
税

者
の
選
択
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
損
失
の
金
額
に
は
災
害
に
関
連

し
た
次
の
よ
う
な
支
出
も
含
ま
れ

ま
す
の
で
、
領
収
書
は
来
年
の
申

告
ま
で
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
家
屋
、
家
財
等
の
取
壊
し
や
除

去
の
た
め
の
支
出

・
災
害
に
よ
り
生
じ
た
土
砂
そ
の

他
の
障
害
物
を
除
去
す
る
た
め

の
支
出
や
住
宅
家
財
等
の
原
状

回
復
の
た
め
の
支
出

・
住
宅
家
財
等
に
係
る
被
害
の
拡

大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め

緊
急
に
必
要
な
措
置
を
行
う
た

め
の
支
出

問
税
務
課
市
民
税
係

　
☎
㉒
８
３
９
６
（
市
役
所
１
階
）

　
日
田
税
務
署
☎
㉓
２
１
３
６

上
下
水
道
料
金
の
減
免

住
宅
等
の
清
掃
用
に
使
用
し
た
場
合

■
対
象
　
日
田
市
内
全
域
の
上
下

水
道
利
用
者

■
内
容
　
７
月
分
の
使
用
料
金
を
減

免
（
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※
６
月
と
７
月
を
比
較
し
て
７
月
の

方
が
多
い
場
合
、
７
月
の
請
求
時

は
６
月
の
使
用
水
量
で
計
算
し
ま

す
。

　
（
例
）
６
月
の
使
用
水
量
20
㎥
、
７

月
の
使
用
水
量
30
㎥
の
場
合
は
、

７
月
の
使
用
料
金
を
20
㎥
で
計
算
。

　
ま
た
、
メ
ー
タ
ー
の
埋
没
等
で
検
針

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
６
月

の
使
用
水
量
で
計
算
し
、
来
月
以

降
に
検
針
が
で
き
た
時
点
で
減
免

を
行
い
ま
す
。

床
上
浸
水
等
で
住
宅
に
住
め
な
い

方
が
一
時
的
に
市
営
住
宅
等
に
入

居
す
る
場
合

■
内
容
　

　
全
額
免
除
（
一
時
入
居
終
了
ま

で
、
最
長
１
年
）

※
開
閉
栓
手
数
料
も
無
料
で
す
。

■
申
請
方
法
　

　
左
記
に
備
付
け
の
上
下
水
道
使

用
料
金
減
免
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
り
災
証
明
書
を

添
付
の
上
、
水
道
課
に
申
請

問
水
道
課
管
理
係

　
☎
㉒
８
２
２
０
（
市
役
所
５
階
）

　
下
水
道
課
管
理
係

　
☎
㉒
８
２
１
９
（
市
役
所
５
階
）

災害に関する情報

７月３日からの豪雨災害に対する支援

り災証明書の申請手続

　７月３日からの豪雨災害により建物（家屋等）に被害を受けた方に対して、り災証明書の申請受付を行って
います。
■受付時間　午前８時30分から午後５時まで
■受付場所　税務課資産税係
■必要書類　印鑑、住宅被災写真（可能な限り）、本人確認ができるもの
※り災証明書とは、各種の被災者支援制度の適用を受けるために必要な書類の一つで、建物の被害程度につい
て証明するものです。
※同一世帯でない方が申請に来る場合は、委任状が必要です。
※現地確認及び証明書の発行は、後日になります。
※補修を行う前に、被害家屋の写真を撮影しておいてください。

【問合せ】税務課資産税係☎㉒８２０６（市役所１階）

　住居や家財に損害がある場合は、災害援護資金の貸付を受けることができます。
　なお、所得の状況により貸付を受けることができない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
■必要書類
　所得証明書、り災証明書、滞納のない証明、住民票の謄本及び印鑑証明書
※日田市災害被災者住宅再建支援金、災害援護資金で必要な住民票等は無料で交付します。

災害援護資金貸付

【問合せ】健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１（市役所１階）

　次のような被害に遭われた建物にお住まいの方は、日田市災害被災者住宅再建支援金が受けられます。
全壊　　　住宅がその住居のための基本的機能を喪失したもの
半壊　　　住宅がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの
床上浸水　床上浸水及び土砂等の堆積により、一時的に居住することができないもの
■必要書類　住民票、り災証明書、通帳の写し等

【問合せ】健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１（市役所１階）

日田市災害被災者住宅再建支援金給付

　毛布・緊急セット（タオル、軍手、絆創膏、ラジオ等24品目）を下記のとおり配分します。

【問合せ】健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１（市役所１階）

毛布・緊急セット（日本赤十字関係）給付

 　　　　　　　区　分　　　　　　　 毛　　布 緊急セット

 全壊、流出、半壊等で寝具が使用できない場合 世帯人員枚数 

 半壊、床上浸水  
世帯人員４人ごとに１個

　７月３日からの豪雨災害により住宅に被害を受けた方が、住宅の建設・新築購入・補修をする場合に受けら
れる融資です。融資額や融資条件等は、住宅金融支援機構にお問い合わせ又は下記のホームページをご覧くだ
さい。
独立行政法人住宅金融支援機構　http://www.jhf.go.jp/index.html

【問合せ】住宅金融支援機構7０１２０‐０８６‐３５３

災害復興住宅融資融資

　それぞれの支援制度の中には、一定の適用基準が設けられているものがあることから、支援制度が適用とならな
い場合もあります。被災された場所に実際に制度が活用できるかなど、詳細については、各支援制度ごとに記載し
ている問合せ先にご相談ください。（平成24年７月24日現在）

問
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災害に関する情報

災害時の情報収集と避難時の備え
　災害対策の基本は情報収集。日頃から天気予報を気に掛け、注意が必要なときにはテレビやインターネット等で
最新の情報収集をすることが大切です。また、市では水害や土砂災害に備えて避難場所を指定しています。状況に
応じて避難勧告や避難指示が出されますが、危険を感じた場合は早めに自主的な避難を開始してください。

情報収集
　天気予報、注意報・警報等の情報
　その日の天気や注意報・警報の情報、降水確率等を自動音声で案内します。　
　☎（市外局番）＋１７７

　土砂災害情報・土砂災害危険箇所（大分県砂防課）
　土砂災害による被害のおそれがある箇所を確認することができます。
　土砂災害情報　　　http://sabo.pref.oita.jp/dosya/index.html
　土砂災害危険箇所　http://sabo.pref.oita.jp/bousai_s/dosya_map/sabomap.htm

　雨量・水位観測情報（大分県河川課）
　大分県内の河川の雨量・水位と状況が分かります。

　http://river.pref.oita.jp/

　防災情報各種（九州地方整備局）
　九州の防災に関する各種情報へのリンク集です。

　http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/

水
郷
Ｔ
Ｖ
の
使
用
料
等
減
免

　
災
害
に
よ
り
住
宅
等
が
一
定
以

上
の
損
害
を
受
け
た
方
は
、
使
用

料
・
加
入
金
・引
込
み
工
事
費
が

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
情
報
統
計
課
水
郷
テ
レ
ビ
情
報
係

　
☎
㉒
８
２
２
９
（
市
役
所
６
階
）

市
営
住
宅
の
使
用
料
減
免

■
対
象
　
住
宅
が
全
壊
、
半
壊
、

一
部
損
壊
又
は
床
上
浸
水
等

で
、
住
む
場
所
が
な
く
、
一
時

的
に
市
営
住
宅
に
入
居
す
る
方

■
内
容
　
一
時
的
に
入
居
し
た
住

宅
の
使
用
料
を
１
年
間
免
除

■
申
込
方
法
　
左
記
に
備
付
け
の

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、り
災
証
明
書
を
添
付
し
提
出

問
建
築
住
宅
課
住
宅
係

　
☎
㉒
８
２
１
８
（
市
役
所
５
階
）

農
地
・
農
業
施
設
（
農
道
・

　
　 

水
路
）
の
災
害
復
旧

　
農
地
・
農
業
施
設
（
農
道
・
水

路
）
が
被
災
し
た
場
合
、
状
況
に

よ
っ
て
国
の
災
害
復
旧
事
業
に
適

用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
れ
以
外
の
小
規
模
な
災
害

復
旧
工
事
は
、
市
の
災
害
復
旧
事

業
が
適
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
農
業
振
興
課
基
盤
整
備
係
　

　
☎
㉒
８
２
０
２
（
市
役
所
３
階
）

児
童
手
当
支
給
制
限
の
解
除

　
災
害
に
よ
り
所
有
す
る
住
宅
・

家
財
等
に
損
害
を
受
け
た
方
は
、

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
制
限
が
解

除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
室
家
庭
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
９
２
（
市
役
所
１
階
）

保
育
料
の
減
免

　
災
害
に
よ
り
居
住
す
る
家
屋
に
損

害
を
受
け
た
方
は
、
保
育
料
の
減
免

が
適
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
室
子
育
て
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
９
２
（
市
役
所
１
階
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

　
災
害
に
よ
り
被
保
険
者
又
は
そ

の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
所
有

す
る
住
宅
等
が
被
害
を
受
け
、
そ

の
損
害
額
が
住
宅
等
の
価
格
の
10

分
の
３
以
上
あ
り
、
前
年
の
合
計

所
得
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
場

合
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係
　

☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

国
民
健
康
保
険
及
び
後
期

高
齢
者
医
療
の
一
部
負
担
金 

　
　 

の
減
免
・
徴
収
猶
予

　
災
害
に
よ
り
資
産
に
重
大
な
損

害
を
受
け
、
前
年
又
は
災
害
発
生

以
前
の
収
入
と
比
較
し
て
収
入
額

が
減
少
し
た
世
帯
の
世
帯
主
は
、

国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢
者

医
療
の
一
部
負
担
金
の
減
免
若
し

く
は
徴
収
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
収
入
額
に
は
一
定
の
基
準
が
あ
り
ま
す
。

問
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係
　

☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
軽
減

　
災
害
に
よ
り
、
要
介
護
等
認
定

者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計

を
主
と
し
て
維
持
す
る
方
が
次
の

対
象
に
該
当
す
る
場
合
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
等
の
利
用
料
（
自
己
負
担

額
）
が
減
額
又
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
対
象

・
り
災
証
明
書
の
損
壊
の
程
度
が
、

全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
若
し
く

は
半
壊
で
あ
る
こ
と

・
申
請
が
災
害
の
発
生
の
日
か
ら
１

年
以
内
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

・
世
帯
員
全
員
の
前
年
合
計
所
得

金
額
が
３
０
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と

・
生
活
保
護
の
被
保
護
者
で
な
い
こ
と

■
適
用
期
間
　
申
請
を
提
出
し
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起

算
し
て
12
か
月

■
申
請
方
法
　
申
請
書
、
り
災
証

明
書
及
び
同
意
書
を
介
護
保
険
係

に
提
出
す
る
か
、
担
当
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
に
提
出
の
代
行
を
依
頼

※
税
務
課
資
産
税
係
で
り
災
証
明
書

の
発
行
を
受
け
た
後
に
減
額
申
請

の
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎
㉒
８
２
６
４
（
市
役
所
１
階
）

独
立
行
政
法
人 

日
本
学
生
支
援
機
構

緊
急
採
用
奨
学
金
の
減
額
返

還
・
返
還
期
間
猶
予
の
受
付

緊
急
採
用
奨
学
生

■
奨
学
金
の
種
類

　
第
１
種
奨
学
金
（
無
利
息
）

　
第
２
種
奨
学
金
（
利
息
付
）

■
対
象 

大
学
・
短
大
・
高
専
・
専

修
学
校
（
専
門
課
程
）
・
大
学
院

■
申
込
先

　
在
学
し
て
い
る
学
校

減
額
返
還
・
返
還
期
間
猶
予

■
申
込
方
法
　
「
奨
学
金
減
額
返

還
願
」
又
は
「
奨
学
金
返
還
期

間
猶
予
願
」
を
日
本
学
生
支
援

機
構
に
提
出

※
詳
細
は
、
日
本
学
生
支
援
機
構
へ

お
問
い
合
わ
せ
又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://www.jasso.go.jp/

）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

　
〒
１
６
２
‐
８
４
１
２

　
東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
10
‐
７

　
☎
０
３
‐
６
７
４
３
‐
６
０
１
１

日
田
市
奨
学
資
金

緊
急
採
用
奨
学
金
・

　
　
　
返
還
期
間
猶
予
受
付

豪
雨
災
害
に
係
る
緊
急
採
用

　
　
　
奨
学
金
の
一
次
募
集
受
付

■
申
込
資
格

　
次
の
①
〜
④
の
要
件
を
全
て
満

た
す
満
24
歳
以
下
の
方

①
平
成
24
年
度
に
高
校
、
高
専
、

専
修
学
校
（
高
等
課
程
及
び
専

門
課
程
に
限
る
）、
短
大
、
大

学
に
在
学
中
の
方

②
学
業
そ
の
他
の
優
れ
た
資
質
を

有
す
る
と
認
め
る
方

③
保
護
者
が
、
日
田
市
内
に
引
き

続
き
２
年
以
上
住
所
を
有
し
て

い
る
方

④
経
済
的
理
由
に
よ
り
学
資
の
資

金
調
達
が
困
難
な
方

■
申
込
期
間

　
８
月
１
日
㈬
〜
31
日
㈮

※
申
込
要
項
・
用
紙
は
教
育
総
務
課
に

備
え
付
け
て
い
ま
す
。

返
還
猶
予
の
受
付

■
申
込
方
法
　

　
り
災
証
明
書
及
び
教
育
総
務
課

に
備
付
け
の
猶
予
願
を
提
出

問
教
育
総
務
課
総
務
企
画
係

　
☎
㉒
８
２
３
４（
市
役
所
別
館
３
階
）

歴
史
資
料
の
保
存
を

■
歴
史
資
料
の
例
　
古
文
書
、
和

と
じ
の
書
籍
、
明
治
、
大
正
、

昭
和
の
日
記
・
ノ
ー
ト
・
写
真
・

ア
ル
バ
ム
・
手
紙
・
は
が
き
、

古
い
屏
風
や
ふ
す
ま
（
下
張
り

し
た
和
紙
に
、
古
文
書
な
ど
が

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
）、
掛
け
軸
な
ど
の
書
や
絵
画

　
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
地
域
の
歩

み
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
す
の

で
、
壊
れ
た
り
、
汚
れ
た
り
し
て

も
廃
棄
せ
ず
に
、
今
後
も
保
管
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

※
く
ず
し
字
で
書
い
て
あ
り
価
値
が
あ

る
の
か
判
断
が
難
し
い
場
合
な
ど
、

文
化
財
保
護
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
文
化
財
保
護
課
文
化
財
管
理
係

　
☎
㉔
７
１
７
１
（
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
内
）

災
害
時
の
写
真
を
募
集

　
市
で
は
、
今
回
の
豪
雨
に
お
け

る
被
害
状
況
等
の
記
録
と
今
後
の

対
策
の
た
め
、
皆
さ
ん
が
撮
影
し

た
災
害
時
の
日
田
市
の
写
真
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

■
送
付
先

　koho@
city.hita.oita.jp

※
送
付
の
際
は
、
住
所
、
氏
名
、
連

絡
先
、
撮
影
場
所
な
ど
写
真
の
説

明
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※
件
名
を
「
災
害
写
真
の
提
供
」
と

入
力
し
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
デ
ー
タ
の
サ
イ
ズ
が
５
メ
ガ
バ
イ

ト
を
超
え
る
場
合
は
、
複
数
に
分

け
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

※
提
供
に
関
す
る
遵
守
事
項

・
提
供
し
た
写
真
の
著
作
権
は
、
提
供

者
に
帰
属
し
ま
す
。
た
だ
し
、
提
供

者
は
市
に
対
し
て
提
供
し
た
写
真
を

広
報
等
で
使
用
す
る
（
複
製
・
展

示
・
貸
与
・
出
版
を
含
む
）
権
利
を

無
償
で
許
諾
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

・
他
の
書
籍
や
サ
イ
ト
等
か
ら
無
断
コ

ピ
ー
（
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
し
た
写

真
等
、
著
作
権
法
な
ど
の
法
令
に

抵
触
す
る
も
の
の
提
供
は
行
わ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
広
報
係

　
☎
㉒
８
６
２
７
（
市
役
所
４
階
）

復
興
支
援
金
を

　
　 

受
け
付
け
て
い
ま
す

■
受
付
窓
口
　

　
会
計
課
（
市
役
所
１
階
）
、
各

振
興
局
・
振
興
セ
ン
タ
ー

■
受
付
時
間
　
平
日
の
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時

■
受
付
口
座
（
口
座
名
義
：
大
分

県
日
田
市
災
害
支
援
）

　
大
分
銀
行
日
田
支
店
（
普
通
）

５
７
０
８
２
７
０

　
日
田
信
用
金
庫
本
店
（
普
通
）

０
２
７
９
５
３
３

※
大
分
県
内
の
大
分
銀
行
、
日
田
信
用
金

庫
の
本
・
支
店
の
窓
口
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
除

く
）
は
振
り
込
み
手
数
料
が
無
料
で
す
。

■
現
金
書
留

　
全
国
の
郵
便
局
か
ら
無
料
で
送

金
で
き
ま
す
。

・
宛
て
先
　
〒
８
７
７
‐
８
６
０
１

　
田
島
２
丁
目
６
‐
１

　
日
田
市
役
所
会
計
課
行

※
封
筒
の
表
に
「
救
助
用
郵
便
」
と
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
限

　
８
月
31
日
㈮

　
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご
支
援
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
会
計
課
出
納
係

　
☎
㉒
８
２
０
７
（
市
役
所
１
階
）

問問

問 問問問問

問

問問

問

問問
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携帯電話のカメラ機能を使用し、２次元バーコードを
読み取ります。
読み取ったメールアドレス宛てに空メールを送信します。
配信登録案内メールが返信されます。
配信されたＵＲＬにアクセスします。配信登録画面が
表示されるので、配信を希望する情報を選択します。
設定が完了したら「設定送信」ボタンを押します。
登録完了の画面が表示され、登録完了です。

※登録前の事前確認 （迷惑メール防止機能の確認）
　迷惑メール防止機能を使っている人は、登録をする前
に、@jijo.bosai.infoのドメインからのメールが受信でき
るように設定を確認してください。設定方法は、各プロ
バイダー及び各携帯電話会社にご確認ください。

※登録は無料ですが、登録に関わる通信料及びメール受信
に関わる通信料は利用者負担です。

※ひた防災メールは情報配信のみで、問合せ・返信には対
応できません。

※平常時は防災行政無線の放送内容などを配信します。

災害に関する情報

　ひた防災メールは震度情報や気象警報、災害情報や避難情報等の市からのお知ら
せ、週間天気予報などの情報をメールでお知らせするサービスです。
　下記のメールアドレスを直接入力するか携帯電話のカメラ機能で左記の２次元バー
コードを読み取り、空メールを送信して登録してください。
■メールアドレス　hitacity@jijo.bosai.info　市が発令する３段階の避難情報

　市が発令する避難情報には、住民の皆さんの避難準備を促す【避難準備情報】と避難を促す【避難勧告】、人的被
害が発生する危険性が高いと判断されたときに発令する【避難指示】の３つがあります。
　防災無線や市ホームページ、ひた防災メール等で市から避難情報が出た場合には、速やかに身の安全を確保してく
ださい。また、避難勧告などが出ていなくても身の回りに危険を感じたら、自主的に避難することが大切です。

　日田市災害ハザードマップ
　小学校区ごとに河川氾濫・土砂災害時の危険箇所や避難所の情報が示
された「日田市災害ハザードマップ」。家族や近所の人と共有し、確
認し合うことが大切です。市ホームページでご覧になれます。

ひた防災メールをご利用ください

１

２

以下のような注意報や警報の呼び掛けに注意を
　我が国では、台風や低気圧、前線などによる大雨、大
雪、暴風、高波、高潮などによって毎年のように風水害、
土砂災害などが発生しています。このような災害を防止・
軽減するために、大分管区気象台が警報や注意報、気象
情報などを発表し、注意や警戒を呼び掛けています。

【注意報】
災害が起こるおそれのあるときに行う予報で、下記の16
種類の注意報があります。
・大雨注意報、洪水注意報、大雪注意報、強風注意報、
風雪注意報、波浪注意報、高潮注意報、濃霧注意報、
雷注意報、乾燥注意報、なだれ注意報、着氷注意報、
着雪注意報、融雪注意報、霜注意報、低温注意報

【警報】
重大な災害が発生するおそれがあるときに行う予報で、
下記の７種類の警報があります。
・大雨警報、洪水警報、大雪警報、暴風警報、暴風雪警
報、波浪警報、高潮警報

【土砂災害警戒情報】
大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市長
が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参
考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災
情報です。
■土砂災害の前兆（資料提供：ＮＰＯ法人砂防広報センター）
　がけ崩れ
・斜面から水が湧き出す
・小石がパラパラと落下する
・斜面が膨らむ
・斜面に裂け目ができる
　地滑り
・急に水が湧き出す
・山腹に亀裂や段差が生じる
・地鳴りがする
・池や沼の水位が急変する
　土石流
・渓流の水が急に減る
・渓流内で石が転がる音がする
・川の水が急激に濁る
・木が流れてくる

*
ひた防災メール

登録しますか
はい　いいえ

３ *
ひた防災メール

次に配信設定をしてください
登録内容の設定

４ *
ひた防災メール

■設定
▼地震情報
・メール受信 する
▼気象情報
・メール受信 する
▼市からのお知らせ
・メール受信する
（変更不可）
▼週間予報
毎週金曜16時頃配信
・メール受信する
（変更不可）

設定送信

５ *
ひた防災メール

登録情報を更新しました

１

２

３

４
５

クリック

クリック

選択

選択

クリック

日田市防災情報の携帯
サイトでは、ピンポイ
ント予報や週間予報、
警報注意報、土砂災害
警報情報、雨雲の様子
等もチェックできます。

避難時の備え

【問合せ】防災・危機管理室　☎２２‐８３６３（市役所４階）

　非常持出袋
　避難するときに持ち出す最小限の必需品です。避難時に支障がないよう、必要
最低限のものをまとめて、すぐに取り出せるところに保管しておきましょう。
　・携帯ラジオ、懐中電灯、貴重品、救急医薬品、非常食、衣料品、タオル、軍
　手、ビニール袋、ティッシュなど
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【問合せ】社会福祉課障害福祉係☎㉒８２９０

【問合せ】日田まつり振興会事務局（観光課内）
　☎㉒８２１０

第８回日田夏まつり

　水郷日田の夏の風物詩、日田夏まつりを今年も
開催します。皆さん奮って参加してください。

▶とき　８月18日㈯　午後６時～９時
※午後５時30分から抽選番号付きのうちわを配布します。
　（数量限定）
※雨天時は中止になる場合があります。
▶ところ　中央公園（パトリア日田前）
▶内容　
　アトラクション（太鼓演奏・舞踊・歌謡曲）、岳
滅鬼太鼓、オープニングセレモニー、市民総踊
り等（内容は変更する場合があります）

※芝生の上でのイベントのため、草履やげた（サンダル
タイプのもの）など、裏の柔らかいもので参加してく
ださい。皆さんのご協力をお願いします。

※お楽しみ抽選会の他、焼き鳥やかき氷、たこ焼き等の
屋台もあります。

市民総踊り練習会
▶とき　　８月５日㈰　午後６時～
▶ところ　パトリア日田ギャラリー
※うちわを持参してください。

　８月は、特別障害者手当、障害児福祉手当の支
給月です。受給者から届出のあった金融機関の口
座に、５月から７月までの３か月分を振り込みます。

▶振込日　８月10日㈮
※次のような場合は手当が支給できなくなりますので、
必ず届け出てください。
・受給者が死亡又は市外へ転出した
・病院等（診療所及び介護老人保健施設を含む）に３か
月以上継続して入院している
・福祉施設（介護老人福祉施設や障がい者の援護施設な
ど）に入所した
※特別障害者手当・障害児福祉手当とは、精神又は身体
に重度の障がいがあるために、日常生活で常時特別の
介護を要する人に手当を支給するものです。

８月は福祉手当の支給月

咸宜園教育研究センター定期講座

　今年、没後１５０年を迎える廣瀬旭荘をテーマ
にした講座を開講します。

▶ところ　
　パトリア日田スタジオ１
▶受講料　無料
▶募集数　80人（先着順）
▶申込方法　
　住所、氏名、連絡先を記入の上、はがき又はフ
ァックス、メールのいずれかで申込み

※電子申請有り。
▶申込先　
　〒８７７‐００１２　淡窓２‐２‐18
　咸宜園教育研究センター
　5㉒０２６８
　　kangien@city.hita.oita.jp 
▶申込期限　８月31日㈮

【問合せ】健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１
大分県後期高齢者医療広域連合
☎０９７‐５３４‐１７７１

後期高齢者医療の
還付金詐欺に注意！

　全国各地で還付金詐欺が発生しています。厚生
労働省、社会保険庁、市・広域連合の職員を装い、
「年金の払戻しがある」「医療費の戻りがある」と
キャッシュカード等をだまし取られたり、ＡＴＭ
に誘導されたりして口座から現金を引き出される
などの被害が発生しています。
　不審に思ったときは、すぐに健康保険課又は大
分県後期高齢者医療広域連合に連絡してください。

お知ら
せ

【問合せ】咸宜園教育研究センター☎㉒０２６８

と　き 内　容

９月27日㈭
午後７時30分～９時

「淡窓・旭荘の往復書簡」
佐賀大学名誉教授
井上敏幸氏

９月28日㈮
午後７時30分～９時

｢大塩の乱と廣瀬旭荘｣
帝塚山学院大学准教授
福島理子氏

10月６日㈯
午後７時30分～９時

｢廣瀬旭荘と幕末の大坂｣
大阪大学講師
合山林太郎氏

10月27日㈯
午後２時～４時

｢江戸における廣瀬旭荘｣
明治大学教授
徳田 武氏

イベン
ト

お知ら
せ

平成25年日田市成人式

▶とき　
　平成25年１月13日㈰
　式典　午前11時～（受付は午前10時から）
▶ところ　
　パトリア日田
▶対象　
　平成４年４月２日から平成５年４月１日までに
生まれた人

※日田市の住民基本台帳に登録されている人には、12月
中旬にはがきで通知します。

※日田市の住民基本台帳に登録されていない人で参加を
希望する人は、11月20日までに社会教育課に連絡して
ください。12月中旬までにはがきで通知します。

司会者、二十歳の決意発表者などを募集します
▶募集内容
・司会者　２人
・二十歳の決意　２人（新成人としての決意やメ
ッセージを発表）
・ピアノ演奏　１人（スタインウェイピアノでの
演奏）

▶申込方法　
　住所、氏名、電話番号を記入の上、はがき又は
ファックスで申込み（電話でも可）

▶申込期限　
　９月３日㈪
▶申込先　
　〒８７７‐０００３　上城内町２‐６
　社会教育課生涯学習推進係（中央公民館内）
　5㉒６８６９

【問合せ】社会教育課生涯学習推進係☎㉒６８６８

国民健康保険限度額適用認定証と
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

の申請受付

　国民健康保険（以下「国保」）に加入している人
のうち、70歳未満の人又は70歳以上で住民税非課
税世帯の人は、病院にかかる際に認定証を医療機
関へ提示すると、自己負担の支払が限度額までと
なります。
　必要な人は、あらかじめ申請をして認定証の交
付を受けてください。
※平成24年４月１日からは、外来診療についても認定証
が使えるようになりました。

▶申請窓口 健康保険課国保・年金係、各振興局・
振興センター（振興センターは申請のみ）

▶申請に必要なもの　国民健康保険証、印鑑　

※１ 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
※２ 過去12か月間の入院日数が91日以上で、長期認定を
　 受けた場合

※３ 世帯主と国保に加入している人が住民税非課税で、  
　 低Ⅰ以外の人

※４ 世帯主と国保に加入している人が住民税非課税で、
その世帯の各所得金額が０円の人

※国保税を滞納していると、認定証の交付は受けられません。
※転院等、複数の医療機関への支払で限度額を超える場
合、後からの申請で高額療養費の支給を受けることが
できます。（高額療養費の申請には、領収書・印鑑・
世帯主の口座番号が必要）

※保険対象分の治療費のみで、保険対象外等の支払は該
当しません。

※世帯員の異動があった場合、適用区分が変わることが
ありますので、必ず届出をしてください。

※既に認定証を持っている人で、有効期限が平成24年７
月31日と書かれている認定証は更新の手続が必要です。

【問合せ】健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１

イベン
ト

講　座お知ら
せ

mail

適用区分 自己負担額 入院時の食事代
（１食当たり）

上位所得者
※１

２６０円

15万円＋
（医療費－50万円）×１％

一般

外来＋入院（世帯単位）
　　　　　２万４,６００円
外来（個人単位）８,０００円

外来＋入院（世帯単位）
　　　　　１万５,０００円
外来（個人単位）８,０００円

70歳未満の人の自己負担額（月額）

70歳以上の人の自己負担額（月額）

８万100円＋
（医療費－26万7,000円）×１％

住民税
非課税世帯

２１０円
１６０円※２３万５,４００円

住民税
非課税世帯
（低Ⅱ）※３ 

２１０円
１６０円※２

住民税
非課税世帯
（低Ⅰ）※４ 

１００円
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※電子申請有り・・・市ホームページの電子申請のページからも申込みができます。



くらしの情報Information ８.１ 次回の広報ひた８月15日号は、８月16日㈭に発送します。

原
爆
死
没
者
・
戦
没
者
の
慰
霊
と

　
　
平
和
祈
念
の
黙
と
う
を

　
広
島
、
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ

れ
て
今
年
で
67
年
目
を
迎
え
ま
す
。

　
市
で
は
、
今
年
も
原
爆
死
没
者
、

戦
没
者
の
霊
を
慰
め
、
世
界
恒
久

平
和
の
実
現
を
祈
念
す
る
た
め
、

「
広
島
・
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ

れ
た
日
時
」
と
「
戦
没
者
を
追
悼

し
平
和
を
祈
念
す
る
日
」
に
サ
イ

レ
ン
を
１
分
間
吹
鳴
し
ま
す
。

　
職
場
や
家
庭
等
で
敬
け
ん
な
黙

と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
の
前
に
「
事
前
案

内
放
送
」
を
行
い
ま
す
。

■
と
き
　

・
８
月
６
日
㈪

　
午
前
８
時
15
分
（
広
島
）

・
８
月
９
日
㈭

　
午
前
11
時
２
分
（
長
崎
）

・
８
月
15
日
㈬

　
正
午
（
終
戦
記
念
日
）

非
核
・
平
和
図
書
の
活
用
を

　
淡
窓
図
書
館
で
は
、
非
核
や
平

和
に
関
す
る
図
書
を
随
時
、
貸
し

出
し
て
い
ま
す
。
是
非
、
活
用
し

て
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
行
政
係

　
☎
㉒
８
２
０
１
（
市
役
所
４
階
）

国
有
財
産
を
公
売
し
ま
す

一
般
競
争
入
札

■
公
売
物
件

■
入
札
参
加
資
格
　
個
人
・
法
人

を
問
わ
ず
参
加
可
能
（
一
部
法

令
の
規
定
に
よ
り
参
加
で
き
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
）

■
入
札
参
加
期
限
　
８
月
10
日
㈮

■
開
札
日
　
８
月
21
日
㈫
　

※
入
札
方
法
等
の
詳
細
は
、
大
分
労

働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://oita-roudoukyoku.jsite.m
hlw.

go.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
大
分
労
働
局
総
務
課
会
計
第
２
係

　
☎
０
９
７
‐
５
３
６
‐
３
２
１
１

売
払
い

■
売
払
い
物
件

・
所
在
地
　

　
城
町
２
丁
目
８
５
３
番
23

・
地
目
　
宅
地

・
面
積
　
８
３
９
・
３
６
㎡

・
売
払
い
価
格
　
１
３
３
０
万
円

■
受
付
期
限
　
９
月
21
日
㈮

　
（
午
前
８
時
30
分
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時
15
分
）

※
閉
庁
日
は
除
き
ま
す
。

問
九
州
財
務
局
大
分
財
務
事
務
所

管
財
課

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
７
１
０
７

平
成
24
年
度
狩
猟
免
許

　
　
　
　
　
　 

更
新
手
続

■
対
象
　
平
成
21
年
度
に
狩
猟
免

許
を
取
得
又
は
更
新
し
た
人

■
更
新
日
・
場
所
　

①
旧
日
田
市
、
天
瀬
町
、
大
山
町

在
住
の
人
が
対
象

　
９
月
４
日
㈫
　
中
央
公
民
館

②
前
津
江
町
、
中
津
江
村
、
上
津

江
町
在
住
の
人
が
対
象

　
９
月
６
日
㈭
　
中
津
江
振
興
局

３
階
大
会
議
室

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
。

■
種
別
　
第
一
種
・
第
二
種
銃

猟
、
網
猟
・
わ
な
猟

■
更
新
手
数
料
　
各
２
８
０
０
円

■
申
込
方
法
　
印
鑑
、
手
数
料
、

証
明
写
真
、
医
師
の
診
断
書
又

は
銃
所
持
許
可
証
、
返
信
用
封

筒
（
80
円
切
手
貼
付
け
）
を
持

参
の
上
、
申
込
み

■
申
込
期
間
　
８
月
６
日
㈪
〜
17

日
㈮
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

問
大
分
県
西
部
振
興
局
森
林
管
理
班

　
☎
㉒
２
５
８
５

日
田
ス
ギ
を
活
用
し
た

木
製
品
の
購
入
・
設
置
を
補
助

■
対
象
　
商
店
街
、
金
融
機
関
、

旅
館
、
病
院
、
そ
の
他
公
共
・

公
益
的
施
設

■
内
容
　

　
日
田
ス
ギ
を
活
用
し
た
ベ
ン
チ

や
テ
ー
ブ
ル
の
購
入
・
設
置

■
補
助
率
　
購
入
・
設
置
費
の
２

分
の
１
以
内

■
申
込
期
限
　
９
月
28
日
㈮

問
林
業
振
興
課
林
業
振
興
係

　
☎
㉒
８
３
６
２
（
市
役
所
３
階
）

大
分
県
Ｉ
Ｔ
お
助
け
隊

　
大
分
県
は
、
県
内
中
小
企
業
者

の
Ｉ
Ｔ
の
利
活
用
を
支
援
す
る
た

め
、
県
の
職
員
に
よ
る
「
大
分
県

Ｉ
Ｔ
お
助
け
隊
」
が
、
無
料
訪
問

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
情
報
政
策
課

　
☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
２
０
６
２

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

　
中
小
企
業
者
を
対
象
に
し
た
、

国
が
掛
金
の
一
部
を
助
成
す
る
中

小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済

事
業
本
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
（独）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　
☎
０
３
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４ 

商
工
労
政
課
地
場
産
業
振
興
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

８
月
は
差
別
を
な
く
す
運
動
月
間

　
大
分
県
で
は
、
８
月
を
「
差
別

を
な
く
す
運
動
月
間
」
と
し
て
い

ま
す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
お
互

い
に
人
権
を
尊
重
し
合
う
心
豊
か

な
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

問
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉒
８
０
１
７（
市
役
所
別
館
１
階
）

児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
の

　
　 

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

　
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
８
月

１
日
現
在
の
養
育
状
況
な
ど
を
確

認
す
る
た
め
に
、
毎
年
８
月
に
現

況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
現
在
受
給
し
て
い
る
人
に
は
、

「
現
況
届
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
日
時
・

場
所
で
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
届
出
を
行
わ
な
い
場
合
、
引
き
続

き
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
、
８
月

以
降
の
受
給
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
届
出
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
と
は

　
父
又
は
母
と
生
計
を
一
緒
に
し

て
い
な
い
児
童
（
18
歳
に
達
し
た

日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
を
迎

え
る
ま
で
）
を
養
育
し
て
い
る
家

庭
（
ひ
と
り
親
家
庭
）
の
生
活
の

安
定
と
自
立
の
促
進
、
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
児
童

を
扶
養
・
養
育
す
る
父
、
母
又
は

そ
の
養
父
母
等
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

・
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
又
は
母
が
重
度
の
障
が
い
の

状
態
に
あ
る
児
童

・
父
又
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ

れ
て
い
る
児
童

・
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た

児
童

※
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
や

受
給
で
き
る
人
は
、
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
と
は

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
児
童
及

び
父
母
の
い
な
い
児
童
（
18
歳
に

達
し
た
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31

日
を
迎
え
る
ま
で
）
の
医
療
費
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
と
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
の
両
方
を
受
給
し
て
い

る
人
は
、
一
緒
に
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
児
童
扶
養
手
当
と
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
は
、
所
得
に
よ
る
制
限

が
あ
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　
心
身
に
中
程
度
以
上
の
障
が
い

が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
に
介
護

を
必
要
と
す
る
満
20
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
す
る
父
、
母
又
は
そ
の

養
育
者
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

※
対
象
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い

る
場
合
や
障
が
い
を
理
由
に
年
金

を
受
給
で
き
る
場
合
は
、
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
手
当
額
は

障
が
い
の
程
度
や
所
得
に
よ
り
決

定
し
ま
す
。

問
こ
ど
も
未
来
室
家
庭
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
９
２
（
市
役
所
１
階
）

　
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
係
　

　
☎
㉒
８
２
９
０
（
市
役
所
１
階
）

飼
い
犬
の
狂
犬
病
予
防
注
射

　
　
　 

は
お
済
み
で
す
か

　
飼
い
犬
へ
の
狂
犬
病
予
防
注
射

は
、
年
１
回
の
接
種
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
接
種
し
て

い
な
い
場
合
は
、
動
物
病
院
で
必

ず
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

■
注
射
料
金
（
市
内
動
物
病
院
）

　
１
頭
３
０
０
０
円

■
市
内
動
物
病
院
一
覧

犬
を
飼
っ
た
ら
必
ず
登
録
を
！

　
生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
は
登

録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

登
録
は
、
健
康
保
険
課
、
各
振
興

局
総
務
振
興
課
、
市
内
動
物
病
院

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
登
録
料
金
　
１
頭
３
０
０
０
円

※
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
必

ず
市
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
保
険
課
保
健
医
療
係

　
☎
㉔
３
０
０
０（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

第
１
回
福
祉
フ
ェ
ア

■
と
き
　
８
月
24
日
㈮

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
　
日
田
郵
便
局
ロ
ビ
ー

　
（
三
本
松
２
丁
目
）

■
内
容
　

　
市
内
の
障
が
い
者
施
設
の
紹
介

（
資
料
展
示
）、
パ
ン
・
ケ
ー

キ
・
工
芸
品
な
ど
施
設
で
作
っ

て
い
る
商
品
の
展
示
・
即
売

問
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
０
（
市
役
所
１
階
）

後
発
医
薬
品（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
）を
ご
存
知
で
す
か
？

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先

発
医
薬
品
（
新
薬
）
と
同
じ
有
効

成
分
で
効
能
・
効
果
の
等
し
い
医

薬
品
で
す
。
先
発
医
薬
品
の
特
許

が
切
れ
た
後
に
厚
生
労
働
大
臣
の

承
認
の
下
、
発
売
さ
れ
ま
す
。

　
薬
の
価
格
は
、
先
発
医
薬
品
と

比
べ
て
大
幅
に
安
い
こ
と
が
特
徴

で
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望

す
る
場
合
は
、
診
察
の
と
き
に
医

師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
直
接
言
い
づ
ら
い
人
は
、
健

康
保
険
課
及
び
各
振
興
局
の
窓
口

に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

カ
ー
ド
」
を
置
い
て
い
ま
す
の

で
、
カ
ー
ド
を
医
師
又
は
薬
剤
師

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
後
期
高

齢
者
の
人
は
、７
月
に
送
付
し
た
保

険
証
に
同
封
し
て
い
ま
す
。

問
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

　
大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
９
７
‐
５
３
４
‐
１
７
７
１

放
送
大
学
第
２
学
期
学
生
募
集

　
放
送
大
学
は
、
15
歳
以
上
の
人

は
誰
で
も
入
学
で
き
ま
す
。
ま
た
、

18
歳
以
上
で
大
学
入
学
資
格
を
持

ち
、
４
年
以
上
在
学
し
所
定
の
単

位
数
を
取
得
す
れ
ば
、
学
士
（
教

養
）
の
学
位
が
取
得
で
き
る
正
規

の
通
信
制
大
学
で
す
。

■
申
込
方
法
　

　
社
会
教
育
課
に
備
付
け
の
申
込

書
を
提
出

■
申
込
期
限
　
８
月
31
日
㈮

問
放
送
大
学
大
分
学
習
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
７
‐
５
４
９
‐
６
６
１
２

　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８（
中
央
公
民
館
内
）

経
営
指
導
員
採
用
候
補
者

　 

選
定
試
験
受
験
者
募
集

■
受
験
資
格
　

　
平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
の
満

年
齢
が
34
歳
未
満
の
人
で
、
大

学
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
し
、

採
用
後
に
大
分
県
内
の
商
工
会

地
域
に
転
居
可
能
な
人

■
試
験
日
・
試
験
場
所
　

　
９
月
２
日
㈰
　
午
前
10
時
〜

　
大
分
商
工
会
議
所
ビ
ル（
大
分
市
）

■
申
込
方
法

　
商
工
労
政
課
に
備
付
け
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

郵
送

■
申
込
期
限
　
８
月
20
日
㈪（
必
着
）

※
詳
細
は
、
お
ま
か
せ
大
分
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.oita-

　shokokai.or.jp/

）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
〒
８
７
０
‐
０
０
２
６

　
大
分
市
金
池
町
３
丁
目
１
番
46
号

　
大
分
県
商
工
会
連
合
会

　
☎
０
９
７
‐
５
３
４
‐
９
５
０
７

　
商
工
労
政
課
商
業
・
労
働
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

保
健
・
福
祉

お
知
ら
せ

募
集

           所在地 地目 面積

 丸山１丁目２２８‐２ 宅地 ２２２.０８㎡

 丸の内町６０１番４ 宅地 ２１３.００㎡

 大字北豆田字湯尻１６３５‐４ 宅地 ２１４.３１㎡

 病院名 住所 電話

 末松どうぶつ病院 中城町 ☎㉓８０９０

 いのうえ動物病院 清岸寺町 ☎㉒４３２２

 いいだ動物病院 田島３丁目 ☎㉔６０１４

 中島家畜診療所 有田町 ☎㉒１６４６

 池田獣医科 朝日町 ☎㉒１６８０

動物整形外科病院
（樋口動物病院） 元町 ☎㉒２４７６

問

問 問

問

問 問

問問問

問

問

問

問 問
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大分県人権啓発
イメージキャラクター 
こころちゃん

条例の素案を
作る

市の課題など
を話し合う

条例制定まで
の流れ

条例のたたき
台を作る

条例の原案を
作る

条例案を作る

市ホームページの自治基本条例の取組ページに、過去
の会議の内容（資料、会議要旨）を掲載しています。
併せて、自治基本条例に関するご意見も随時、募集し
ています。また、市民ワーキンググループ会議は原
則、公開していますので、傍聴を希望する人は企画課
までお問い合わせください。
【行政資料コーナー】
市役所１階行政資料コーナーに自治基本条例関係の資
料を置いていますので、ご利用ください。

【問合せ】〒８７７‐８６０１　
　　　　　（住所記載不要）企画課政策企画係
         　　☎２２‐８２２７（市役所６階）
　　　　　（ＦＡＸ）２２‐８３２４
　　　　　（メール）kikaku@city.hita.oita.jp

みんなでつくろう自治基本条例 （第10回）

【問合せ】人権啓発センター　☎２２‐８０１７（市役所別館１階）

　現在、市民ワーキンググループでは条例の「たた
き台」を作っています。今回は、その中から＜市民
の権利・責務＞についてご紹介します。まちづくり
において市民の主体的・積極的な関わりを担保する
ための前提となる権利を定めるとともに、まちづく
りの主体は市民であることを認識し、市民として努
力していくことを定めています。

【市民の権利・責務（案）の抜粋】
・まちづくりに関して意見を表明し、参画する権利
を有する。
・市政運営に関する情報を知る権利を有する。
・まちづくりに参画するにあたって、自らの発言と
行動に責任を持たなければならない。
・地域における課題等について、市民同士での話し
合いを通じ、課題解決に向かうよう努める。

第19回市民ワーキンググループ会議
と　き：８月30日㈭
　　　　午後７時～９時
ところ：市役所７階中会議室

人権コラム　

心、豊かに
市民意識調査報告⑤

　今回は、「子どもの人権問題」についての調査結果をお知らせします。
　「子どもの現状について」はグラフ①のとおりです。「幸せなように思う」「ある程度幸
せなように思う」が多くなっています。
　次に、子どもの人権で「特に問題だと思うもの」についてはグラフ②のとおりです。
「いじめがあること」「いじめを見て見ぬふりをすること」「子どもへの虐待があること」
などが多くなっており、いじめや虐待の問題意識の高さがうかがえます。
　今後も家庭・学校・地域が一体となっていじめや虐待の早期発見に努め、連携した早期
対応の取組を推進します。

【グラフ①　子どもの現状について（１つ回答）】 【グラフ②　特に問題だと思うもの（３つまで回答）】

０ 10 20 30 40 50（％）

０ 10 20 30 40 50 60 70（％）
■家庭 ■学校 ■地域

幸せなように思う

ある程度
幸せなように思う

あまり
幸せではないと思う

幸せではないと思う

分からない

いじめがあること
いじめを見て見ぬふり
をすること
教師による体罰が
行われること
子どもへの虐待があること

学力評価が優先し、
多様な能力が評価されないこと

子どもの意見を無視すること

児童買春、
児童ポルノ等があること
幼児を育てる
地域の環境に不安があること
特に問題があるとは思わない
分からない

mail

古
文
書
入
門
講
座

　
古
文
書
読
み
解
き
の
未
経
験
者

及
び
初
心
者
向
け
の
入
門
講
座
で

す
。
古
文
書
を
通
し
て
日
田
の
歴

史
や
文
化
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
と
き
・
内
容
・
講
師

※
と
き
・
内
容
は
都
合
に
よ
り
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
と
こ
ろ
　
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
２
階
講
座
室

■
対
象
　
15
歳
以
上

■
受
講
料 

　
無
料
（
辞
書
等
の
購
入
、
研
修

時
の
保
険
料
は
自
己
負
担
）

■
募
集
数
　
30
人
程
度

■
申
込
方
法 

住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
連
絡
先
を
記
入
の
上
、
電

話
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
は
が
き
、

メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
申
込
み

※
電
子
申
請
有
り

■
申
込
期
限
　

　
８
月
31
日
㈮
（
必
着
）

問
〒
８
７
７
‐
０
０
７
７

　
南
友
田
町
５
１
６
‐
１

　
文
化
財
保
護
課
文
化
財
管
理
係

☎
㉔
７
１
７
１
5
㉔
７
０
２
４

（
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　bunka@

city.hita.oita.jp

第
60
回
大
分
県
統
計
グ
ラ
フ 

コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

　
大
分
県
で
は
、
統
計
知
識
の
普

及
と
表
現
技
術
の
向
上
の
た
め
、

統
計
グ
ラ
フ
作
品
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

■
応
募
資
格
　

　
高
校
生
以
上
の
学
生
及
び
一
般

■
内
容

・
規
格
　

　
仕
上
げ
寸
法
72.8
㎝
×
51.5
㎝

（
Ｂ
２
判
）

・
紙
質
・
色
彩
　

　
自
由
（
パ
ソ
コ
ン
使
用
可
）

■
提
出
期
限
　
９
月
４
日
㈫

■
提
出
先
　
左
記
に
直
接
提
出

問
情
報
統
計
課
情
報
統
計
係

　
☎
㉒
８
２
６
０
（
市
役
所
６
階
）

人
権
ポ
ス
タ
ー
作
品
募
集

■
応
募
資
格
　
大
分
県
内
に
在
住

又
は
通
勤
・
通
学
す
る
人

■
内
容
　
人
権
意
識
の
普
及
、
高

揚
を
目
指
す
も
の

・
規
格
　
Ｂ
２
又
は
Ｂ
３
サ
イ
ズ

■
提
出
方
法
　
作
品
の
裏
に
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入

の
上
、
郵
送
又
は
直
接
提
出

※
学
生
の
場
合
は
学
校
名
、
学
年
も

記
入
。

■
提
出
期
限
　
９
月
14
日
㈮（
必
着
）

問
〒
８
７
０
‐
８
５
０
１

　
大
分
市
大
手
町
３
‐
１
‐
１

　
大
分
県
人
権
・
同
和
対
策
課

　
☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
３
１
７
６

第
15
回
聖
涼
祭

□
と
き
（
雨
天
決
行
）
　

　
８
月
４
日
㈯
　
午
後
６
時
〜

□
と
こ
ろ
　

　
聖
陵
ス
ト
リ
ー
ム
（
中
釣
町
）

□
内
容
　
け
っ
ぱ
れ
東
北
〜
３
つ

の
可
能
性
〜

問
医
療
法
人
聖
陵
会
（
四
藤
）

　
☎
㉖
３
１
１
１

平
成
24
年
度
新
規
大
卒
者
等
＆

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
就
職
面
接
会

□
と
き
　
８
月
16
日
㈭
　

　
午
後
１
時
〜
４
時

□
と
こ
ろ
　
ト
キ
ハ
会
館（
大
分
市
）

□
対
象
　
来
春
卒
業
予
定
の
大
学

院
・
大
学
・
短
大
・
高
専
・
専

修
学
校
の
学
生
（
既
卒
３
年
以

内
の
人
を
含
む
）
及
び
Ｕ
・
Ｉ

タ
ー
ン
を
希
望
す
る
人

※
履
歴
書
（
複
数
）
と
筆
記
用
具
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
お
お
い
た

☎
０
９
７
‐
５
３
３
‐
８
６
０
０

お
お
い
た
人
材
Ｕ
タ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
　
登
録
者
・
登
録
企
業
募
集

□
受
付
時
間
　

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

□
申
込
方
法
　
お
お
い
た
人
材
Ｕ

タ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://w

w
w
.sorin-

　oita.or.jp/

）
か
ら
申
込
み

問
お
お
い
た
人
材
Ｕ
タ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
‐
１
１
９
２
０
１

納
涼
盆
踊
り
大
会

□
と
き
　
８
月
21
日
㈫
　

　
午
後
７
時
〜
９
時

□
と
こ
ろ
　

　
日
田
は
ぎ
の
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

※
雨
天
時
は
訓
練
棟
で
開
催
。

□
内
容
　
物
故
者
供
養
、
盆
踊

り
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
お
楽

し
み
抽
選
会

問
日
田
は
ぎ
の
園
（
前
田
・
後
藤
）

　
☎
㉔
３
５
０
８

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
導
入
と

　
　
　
　
　
　
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
法

□
と
き
　
８
月
22
日
㈬
　

　
午
後
２
時
〜
４
時

□
と
こ
ろ
　

　
日
田
商
工
会
館
４
階
大
ホ
ー
ル

□
受
講
料
　
無
料

□
募
集
数
　
１
０
０
人
（
先
着
順
）

□
申
込
方
法
　
電
話
で
申
込
み

問
日
田
商
工
会
議
所
（
伊
藤
）

　
☎
㉒
３
１
８
４

親
と
子
の
集
い

□
と
き
　

　
８
月
26
日
㈰
（
午
前
８
時
に
市

役
所
北
側
駐
車
場
に
集
合
）

□
と
こ
ろ
　
マ
リ
ン
メ
ッ
セ
福
岡

□
対
象
　
母
子
・
父
子
家
庭

□
内
容
　
デ
ィ
ズ
ニ
ー
オ
ン
ア
イ

ス
福
岡
公
演
の
鑑
賞

□
参
加
費
　

　
大
人
・
子
供
各
１
０
０
０
円

※
弁
当
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

□
募
集
数
　
１
０
０
人
（
先
着
順
）

□
申
込
方
法
　
左
記
又
は
校
区
の

母
子
会
長
に
電
話
で
申
込
み

□
申
込
期
限
　

　
８
月
10
日
㈮

問
日
田
市
母
子
寡
婦
福
祉
会
事
務
局

　
☎
㉒
５
４
１
５

金
婚
夫
婦
表
彰
式

□
と
き

　
10
月
６
日
㈯
　

　
午
後
１
時
〜
３
時
（
予
定
）

□
と
こ
ろ
　
パ
ト
リ
ア
日
田

□
対
象
　
結
婚
50
周
年
を
迎
え
る

金
婚
夫
婦
（
昭
和
37
年
に
結
婚

し
た
夫
婦
）

□
内
容
　

　
記
念
写
真
撮
影
（
後
日
、
楯
に

入
れ
て
送
付
）、
表
彰
式
、
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど

□
参
加
費
　
無
料

□
申
込
方
法
　

　
電
話
で
申
込
み

□
申
込
期
限
　

　
８
月
30
日
㈭

問
西
日
本
新
聞
社
金
婚
夫
婦
表
彰

式
事
務
局
（
脇
山
）

　
☎
０
９
２
‐
７
１
１
‐
５
１
１
３

タ
ウ
ン
情
報

大分県立
先哲史料館
研究員

史料講座基礎編

廣瀬淡窓書簡の解読

大分県立先哲史料館研修

大分県立先哲史料館
秋季企画展史料解読講座

と　き 内　容 講　師

11月８日㈭
午後２時30分～４時

９月19日㈬
午後２時30分～４時
９月26日㈬
午後２時30分～４時
10月４日㈭
午後２時30分～４時
10月18日㈭
午後２時30分～４時

11月15日㈭

問問

問問問

問 問

問問問
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第５期日田市老人保健福祉計画（平成24年度～26年度）策定

「高齢者が健やかに生き生きと
       暮らせる安心のまち」を目指して

　
　
計
画
策
定
の
趣
旨

　
日
田
市
の
高
齢
化
率
は
28.3
％
（
平
成
23
年

10
月
末
）
で
、
全
国
平
均
23.0
％
を
大
き
く
上

回
り
、
平
成
26
年
に
は
30
％
を
超
え
る
と
推

計
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
急
速
な
少
子
・
高

齢
化
や
家
族
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
年
々
、

要
介
護
高
齢
者
が
増
加
す
る
一
方
で
家
庭
に

お
け
る
介
護
力
は
低
下
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
市
で
は
平
成
12

年
に
介
護
保
険
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、
介

護
を
社
会
全
体
で
支
え
、
利
用
者
の
希
望
を

尊
重
し
た
総
合
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
安
心
し
て

受
け
ら
れ
る
仕
組
み
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

　
平
成
24
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
５
期
計

画
は
、
高
齢
化
が
本
格
化
す
る
平
成
27
年
度

以
降
に
お
け
る
高
齢
者
の
生
活
や
介
護
の
姿

を
も
見
据
え
て
、
新
た
な
視
点
で
の
取
組
を

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
、
い
つ
で
も
・
ど

こ
で
も
・
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
高

齢
者
問
題
を
受
け
止
め
、
社
会
全
体
で
支
え

合
う
、
社
会
基
盤
づ
く
り
や
保
健
医
療
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
・
充
実
を
図
る
べ
く
、

本
市
の
老
人
保
健
福
祉
の
指
針
と
し
て
策
定

す
る
も
の
で
す
。

　
高
齢
化
の
現
状
と
将
来
設
計

　
平
成
23
年
10
月
末
日
に
は
、
７
万
１
５
６

０
人
だ
っ
た
日
田
市
の
人
口
は
、
本
計
画
の

最
終
年
度
で
あ
る
平
成
26
年
度
に
は
６
万
９

１
９
１
人
と
年
々
減
少
し
て
い
く
と
推
計
さ

れ
ま
す
が
、
高
齢
化
率
は
逆
に
年
々
増
加

し
、
平
成
23
年
10
月
末
日
で
は
28.3
％
だ
っ
た

も
の
が
、
平
成
26
年
度
に
は
30.6
％
に
達
す
る

と
推
計
さ
れ
ま
す
。

　
　
　 

基
本
理
念

〜
高
齢
者
が
健
や
か
に
生
き
生
き
と

　
暮
ら
せ
る
安
心
の
町
《
ひ
た
》
〜

 

「
と
も
に
暮
ら
し
、
と
も
に
助
け
合
う
地

域
福
祉
」
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
高

齢
者
が
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、

社
会
基
盤
づ
く
り
や
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
連
携
・
充
実
を
図
り
ま
す
。

　
　 

４
つ
の
基
本
目
標

　
明
る
く
活
力
あ
る
高
齢
社
会
を
目
指
し

て
、
４
つ
の
基
本
目
標
を
掲
げ
ま
す
。

１
活
力
あ
る
高
齢
者
像
の
構
築

　　
高
齢
者
が
自
ら
の
経
験
と
知
識
を
活
か
し

社
会
活
動
へ
の
参
加
や
介
護
の
担
い
手
と
し

て
活
躍
で
き
る
よ
う
、
積
極
的
な
社
会
参
加

を
総
合
的
に
支
援
し
、「
活
力
あ
る
高
齢
者

像
」
を
社
会
全
体
で
構
築
し
て
い
く
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

２
高
齢
者
の
尊
厳
の
保
持
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

自
立
支
援

　　
人
と
し
て
尊
ば
れ
、
社
会
の
一
員
と
し
て

生
涯
に
わ
た
り
健
や
か
で
安
ら
ぎ
の
あ
る
人

生
を
送
る
こ
と
は
、
全
て
の
人
の
願
い
で
す
。

　
高
齢
者
が
自
立
し
た
生
活
を
尊
厳
を
持
っ

て
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
状
態
に
応
じ

た
介
護
予
防
の
支
援
を
行
い
ま
す
。
　

　
ま
た
、
認
知
症
高
齢
者
に
対
す
る
支
援
と

し
て
、
権
利
擁
護
の
た
め
の
体
制
確
立
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

３
支
え
合
う
地
域
社
会
の
形
成

　　
全
て
の
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
生
き
が
い
を
持
ち
自
立
し
て
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
体

制
の
整
備
が
必
要
で
す
。

　
そ
の
た
め
、
住
民
同
士
に
よ
る
支
え
合
い

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
や
地
域
活
動
の
拠

点
づ
く
り
な
ど
、
支
え
合
う
地
域
社
会
の
取

組
を
積
極
的
に
支
援
し
、
高
齢
者
の
生
活
環

境
の
整
備
を
進
め
、
福
祉
基
盤
の
強
化
を
図

り
ま
す
。

４
利
用
者
か
ら
信
頼
さ
れ
る

　
　
　
　  

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
立

　　
介
護
保
険
法
の
実
施
に
伴
い
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
も
大
き
く
伸
び
て
い
て
、
老
後

を
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向

上
・
基
盤
整
備
を
図
り
、
情
報
提
供
・
相
談

体
制
、
権
利
擁
護
対
策
、
サ
ー
ビ
ス
の
総
合

調
整
機
能
の
充
実
に
取
り
組
み
、
利
用
者
を

中
心
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
行
わ
れ
る
環

境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

【問合せ】長寿福祉課介護保険係　☎２２‐８２６４（市役所１階）
　　　　　　　　　　長寿福祉係　☎２２‐８２９９（市役所１階）
　　　　　健康保険課健康支援係　☎２４‐３０００（ウェルピア内）

取り組むべき具体的な　　　つの施策８
　医療、介護、予防、住まい、生活支援サービス
が切れ目なく提供されるよう、「地域包括ケアシ
ステム」の実現に向けた取組を進めます。

１ 医療と介護の連携の強化

　「高齢者の尊厳を保持するための良質な介護サ
ービス」を目指し、ホームヘルパー等の研修支援
を行うとともに、施設整備においては在宅生活に
近い居住環境を整備するため、ユニット型施設の
整備も進めていきます。

３ 介護サービスの質の向上

　高齢者の地域生活を支えるため、「日常生活支
援」のための各種事業を実施していきます。

４ 生活支援の推進

　認知症についての理解を深め、認知症高齢者や
その家族が住み慣れた地域で、共に生活を営める
ような支援体制を目指します。
　また、相談窓口の開設やグループホームなどの
地域密着型サービスの充実を図ります。

６ 認知症高齢者支援体制の推進

介護サービス事業所の整備目標
・特別養護老人ホーム　         　　　　３５９床
・地域密着型特別養護老人ホーム　  　　 ５５床
・地域密着型特定施設入居者生活介護　　２９床
・認知症対応型共同生活介護　      　　　７２床

２ 介護サービス基盤の整備

　市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつく
る」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り
組むことを目的とした一次予防の取組を推進して
いきます。

５ 健康づくりの推進

　明るく活力に満ちた高齢社会を実現するため
に、積極的な役割を果たすための社会参加や生き
がい活動を支援します。

７ 高齢者の積極的な社会参加

　住民一人ひとりが人権を尊重し、お互いを理解
するとともに、高齢者を地域で支える体制づくり
の整備が必要です。高齢者や障がい者に優しいま
ちづくりの推進に努めます。

８ 高齢者の保健福祉を支える社会的基盤の確立

■総人口・高齢者人口将来推計
　（かっこ内は高齢化率）

■要介護（支援）認定者数の推計

65歳以上人口 20,233人（28.3％）
日田市総人口 71,560人

平 成
2 3年

65歳以上人口 21,191人（30.6％）
日田市総人口 69,191人

平 成
2 6年

平成
24年 3,988人

平成
25年 4,086人

65歳以上人口 20,233人（28.3％）

平成
26年 4,184人

１　  ２    １     ２     ３     ４     ５
Ｈ24 662 474 857 576 475 502 442 3,988
Ｈ25 675 483 882 591 488 514 453 4,086
Ｈ26 687 493 901 608 503 528 464 4,184

区分 計

（人）
要支援 要介護

い
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Ｑ

Ｑ

訪問販売・電話勧誘販売アンケート集計結果

しつこい勧誘から自分の身を守りましょう
　日田市消費者団体連絡協議会と市で行った「訪問販売・電話勧誘販売に関するアンケート」に、
４８９人から回答をいただきました。その集計結果を紹介します。

再勧誘販売の禁止

相談は消費者ホットラインへ

☎０５７０‐０６４‐３７０
【問合せ】市民活動推進課消費生活・男女共同参画推進係
　　　　　☎２２‐９３９３（市役所２階）

１年以内に訪問販売・電話勧誘販売を何回受けましたか？（複数回答可）

　約60％の人が状況に応じて話を聞
かないようにするなど、自分なりの
対処をすることにより、身を守って
います。

　　意思をしっかり伝えましょう

　「買いません」「お断りします」「必
要ありません」「お帰りください」な
ど、はっきりと意思を伝えましょう！

　しつこく勧誘された、電話を切り
づらかったなどで困ったという意見
が多くあります。

訪問
 貴金属買取り 286 269 保険 93 309 美容関係 30 201
 塾・教材 24 112 家屋修理 113 101 浄水器・水 31   68
 資格取得 12 44 火災報知機 33 80 新聞 268   52
 食品 48 186 ハウスクリーニング 43 63 ネット接続回線 48 495
 健康食品 69 413 寝具 45 28 地デジ・アンテナ 11   64
 震災復興関連 8 32 冠婚葬祭互助会の入会 90 279 株式・社債への投資 23  227

電話 訪問 電話 訪問 電話

できるだけ
聞かない
215人

しつこく
勧誘された
155人電話を

切りづらかった
128人

必要に応じて
聞く 106人

全く聞かない
89人

なかなか
帰ってくれなかった

44人

一応話を聞く
56人

断りきれずに
聞く 16人

回答なし ７人

身分を偽って
訪問された、他
9人

アンケート実施期間：平成24年２月10日～３月９日
アンケート調査方法：調査員が配付・回収
調査対象：一般消費者500人　回収率：97.8％（489人）
※アンケート結果の詳細は、市ホームページに掲載しています。

　　こんな断り方はＮＧ！

　「いいです」「忙しいのでまた今度」
「考えておきます」などと答えると、
業者に都合よく解釈され、再びしつこ
い勧誘を受けてしまうことがあります。

・契約は即決せず、家族・知人
に相談するなどして十分に検
討しましょう。

・訪問販売・電話勧誘販売はク
ーリング・オフの対象です。
困ったときは消費生活相談窓
口（☎㉒９３９３）に相談し
てください。

※訪問販売・電話勧誘販売のクーリ
ング・オフ期間は、書面を受け取
った日から８日以内です。

クーリング・オフとは？
　訪問販売や電話勧誘販売で思
わず契約してしまった場合、消
費者が契約を一方的に取り消す
ことができる制度です。
※一部、クーリング・オフできない
ものもあります。

消費者の皆さんへ

訪問販売・電話勧誘販売を受けたときに、あなたはどう対応しますか？

Ｑ訪問販売・電話勧誘販売を受けたときに、困ったことはありましたか？

　訪問販売・電話勧誘販売では、
断った後の再勧誘は禁止されて
います。

事業者の義務と禁止行為
①勧誘に先立って、氏名、名
称、勧誘目的であること、勧
誘商品などを明示しなければ
なりません
②勧誘を受ける意思があるかど
うか確認しなければなりませ
ん
③契約をしない意思表示をした
人に対して、再度勧誘をして
はいけません

国民年金保険料の事後納付期間が
　　　　平成24年10月から延長になります

国民年金制度が改正されました

　老齢年金を受け取るためには

　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年間、国民年金保険料を納めると満額の老齢
基礎年金を受給することができます。
　しかし、保険料を滞納した期間があったり、資格取得などの届け忘れなどで、国民年金保険料の
納付期間（免除期間も含む）が25年に満たない場合は、年金そのものを受け取ることができなくな
ってしまうことがあります。
　
　事後納付できる期間が延長されます

　平成23年８月４日に「年金確保支援法」が成立しました。これによって、10月１日から国民年金
保険料の未払い分を事後納付できる期間が２年から10年に延長されます。
※事後納付…保険料を支払っていない期間の分の保険料を遡って支払うこと。
※10年間分を事後納付できる期間は、平成24年10月１日から平成27年９月30日までです。
※既に老齢基礎年金の受給権を持っている人は、納めることができません。

　国民年金保険料を後納するメリット

・将来受け取る年金額を増額できます
　65歳以上から受け取ることができる老齢基礎年金は、満額（20歳から60歳まで納めた場合）で年
間約80万円なので、国民年金保険料の未払い分を１年間分納付すると、老齢基礎年金が年間で約
２万円増額する計算となります。
　（例）80歳まで15年間受け取る場合

・現時点で年金の受給資格がない人も資格を得られる可能性があります

　まずは年金記録の確認・お問合せを
　
　まずは、国民年金保険料専用ダイヤル又は日田年金事務所にお問い合わせください。
・国民年金保険料専用ダイヤル　　　　☎０５７０‐０１１‐０５０
　（０５０又は０７０から始まる電話は☎０３‐６７３１‐２０１５）
　受付時間：平日 午前８時30分～午後５時15分（ただし、月曜日は午後７時まで）
　　　　　　第２土曜日 午前９時30分～午後４時

【問合せ】日本年金機構日田年金事務所☎２２‐６１７４
　　　　　健康保険課国保・年金係　　☎２２‐８２７１（市役所１階）

年金を１年間分事後納付したときに
納める額

約１万５,０００円×12か月で

約18万円

65歳から80歳までに
受け取ることができる額
約２万円×15年で

約30万円
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日田祇園祭

日田祇園祭

国・重要無形民俗文化財　
日
田
の
暑
い
夏
を
盛
り
上
げ
る

夏
の
風
物
詩
、
日
田
祇
園
祭
。
今

年
も
祇
園
囃
子
の
音
色
と
山
鉾
を

曳
く
威
勢
の
い
い
掛
け
声
が
響
き

渡
っ
た
。

　
こ
れ
に
先
駆
け
て
７
月
19
日
に

は
日
田
祇
園
山
鉾
集
団
顔
見
世
が

行
わ
れ
、
隈
・
竹
田
、
豆
田
両
地

区
計
８
基
の
山
鉾
が
集
結
。
７
月

３
日
か
ら
続
い
た
豪
雨
災
害
か
ら

の
復
旧
を
祈
り
、
力
強
く
勇
壮
な

流
れ
曳
き
を
披
露
し
た
。
そ
の
後
、

８
基
の
ち
ょ
う
ち
ん
に
一
斉
に
明

か
り
が
と
も
る
と
、
多
く
の
観
客

か
ら
盛
大
な
拍
手
が
送
ら
れ
た
。

色とりどりの浴衣姿が祭りに華を添えました。
浴衣スナップ浴衣スナップ
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★印は事前予約が必要です。※児童館の利用には、年１回登録申請書（押印必要）を提出してください。松原児童館（☎52２９２２）は、毎週土曜日のみ開館しています。

　誕生日の記念にお子さん
の写真を載せてみませんか。
応募方法は次のとおりです。

■対象
　10月に誕生日を迎える
　３歳までのお子さん
■掲載人数　20人程度（抽選）
※抽選の結果は、当選者のみ
　にご連絡します。
■申込方法
　下記のいずれかの方法で  
　お申し込みください。
○はがきから
　住所、お子さんの氏名と
　生年月日、保護者名、昼
　間の連絡先の電話番号を
　記入の上、郵送
○ホームページから
　市ホームページ（電子申
　請システムのページ）か 
　ら申込み
○携帯電話から
　下記の２次元コードから
　申込み

※申込みの際は、写真を送付
　する必要はありません。
■申込期限　９月１日㈯
■申込み・問合せ
　〒877‐8601
 （住所記載不要）総務課広報係
☎㉒８６２７（市役所４階）

子育てを応援します！

じどうかん
支 援 施 設

（平成24年６月30日現在）
□人口　71,054人
       （前月比-20人）
□　男　　33,592人
□　女　　37,462人
□世帯　26,916世帯

日田市の人口

吉冨桜々ちゃん
（３歳・三本松１丁目）

ら ら
河津茄花ちゃん
（３歳・大山町東大山）

か なふうま
江田楓真ちゃん
（３歳・天瀬町合田）

穴井瑛大ちゃん
（３歳・南友田町）

えいた

月８

中央児童館
☎２７－６４０６

●避難訓練
　（小学生対象）
　３日㈮　
　午前10時30分～
●せいまお兄さんと
　遊ぼう（プール遊び）
　10日㈮
　午前10時30分～
●療育「音あそび」
　24日㈮
　午前10時30分～

天瀬児童館
☎５７－８９２２

●吹き絵・花火の制作
　４日㈯
　午前10時30分～
●小学生チャレンジ
　週間（輪投げ・ボ
　ーリング）
　21日㈫～23日㈭
　午前10時30分～
●スタンプ遊び
　29日㈬
　午前10時30分～

大山児童館
☎５２－２９０１

●ＤＶＤ上映会
　（小学生対象）
　４日㈯
　午前10時30分～
●キラキラマリーン
　ドーム作り
　９日㈭・10日㈮
　午前10時30分～
●クリアモビール作り
　23日㈭・24日㈮
　午前10時30分～

まえつえ
子育て支援施設
☎５３－２４０９
●お誕生会
　７日㈫
　午前10時～
●ランチｄａｙ
　22日㈬
　午前10時～
●せいまお兄さんと
　遊ぼう
　24日㈮
　午前10時～

ひのくま
子育て支援センター
☎２２－７５６５

★そうめん流し
　７日㈫　　
　午前10時30分～
●開放日（お父さんと
　亀山公園で川遊びを
　しよう）
　18日㈯
　午前10時～正午
●プレママクラブ
　22日㈬
　午後１時30分～３時

丸の内
子育て支援センター
☎２３－１８９０

●身体計測
　７日㈫
　午前９時30分～正午
●誕生会
　24日㈮
　午前10時30分～
●小袋先生の発達相談
　29日㈬
　午前９時30分～
　　　　　　午後４時

チャイルド
プラザ

☎２５－５３００
★ベビーマッサージ
　８日㈬　
　午前11時～
★ベビーヨガ
　20日㈪
　午前11時～
★お誕生会
　22日㈬
　午前11時～（誕生者は
　午前10時30分に集合）

髙瀬のぞみちゃん
（１歳・内河町）

渡邉百々香ちゃん
（２歳・亀川町）

も も か
深町魁仁ちゃん
（２歳・田島２丁目）

かいと
小野天摩ちゃん
（２歳・港町）

てんま ゆずは
小関柚葉ちゃん
（２歳・天瀬町桜竹）

小山莉実ちゃん
（３歳・三芳小渕町）

り み
森下脩介ちゃん
（３歳・淡窓１丁目）

しゅうすけ
大石栞子ちゃん
（３歳・上城内町）

かのこ

木下輝斗ちゃん
（１歳・田島町）

らいと
瀬口心詞ちゃん
（１歳・本町）

みこと

阿南蒼祐ちゃん
（２歳・天瀬町出口）

そうすけ
中山颯太ちゃん
（２歳・中央１丁目）

そうた
山本唯央ちゃん
（２歳・三本松新町）

い お

の主な催し

8
井上晴仁ちゃん
（１歳・吹上町）

はるひと
増田晴仁ちゃん
（１歳・誠和町）

はるひと
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夜間当番医日曜・祝日当番医 （午後７時～10時）

内
科

外
科

歯
科

月 月 日 曜日 所在地 電話 病医院名 所在地 電話

月 日 病医院名 所在地 電話

◯

◯

月 日 病医院名

病医院名

所在地 電話

◎
来
院
前
に
電
話
が
必
要

◎
○
印
は
午
前
９
時
〜
正
午

◎
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※

◎
急
患
に
限
り
ま
す

◎
往
診
は
し
ま
せ
ん

◎
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◎
急
患
に
限
り
ま
す

◎
往
診
は
し
ま
せ
ん

◎
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◆救急指定病院　日田中央病院（淡窓２丁目）　☎㉓3181　　　聖陵岩里病院（銭渕町）　　　　　　☎㉒1600
　　　　　　　　済生会日田病院（清水町）　　☎㉔1100　　　一ノ宮脳神経外科病院（竹田新町）　☎㉔6270
◆大分県こども救急電話相談　☎097-503-8822又は♯8000（携帯電話、プッシュ回線）
◆こどもの救急ホームページ　社団法人日本小児科学会  http://kodomo-qq.jp

こじかこどもクリニック
麻生小児科医院
岩 尾 病 院
膳 所 医 院
聖陵花月クリニック
隈 診 療 所
日 野 内 科
佐 藤 内 科 医 院
下 飛 田 小 児 科
福 田 医 院
坂 東 小 児 科
河津内科呼吸器科
松浦クリニック
こじかこどもクリニック
若 宮 病 院
麻生小児科医院
岩 尾 病 院
聖陵花月クリニック
桂林胃腸科循環器科病院
隈 診 療 所
日 野 内 科
膳 所 医 院
佐 藤 内 科 医 院
福 田 医 院
松浦クリニック
麻生小児科医院
下 飛 田 小 児 科
河津内科呼吸器科
こじかこどもクリニック
若 宮 病 院
聖陵花月クリニック
岩 尾 病 院
坂 東 小 児 科
佐 藤 内 科 医 院
日 野 内 科

聖陵花月クリニック
河津内科呼吸器科
こじかこどもクリニック
若 宮 病 院
桂林胃腸科循環器科病院
麻生小児科医院
坂 東 小 児 科
隈 診 療 所
岩 尾 病 院
佐 藤 内 科 医 院

清岸寺町
淡窓２丁目
淡窓２丁目
本 町
清 水 町
隈１丁目
天 神 町
田島１丁目
中央１丁目
清岸寺町
誠 和 町
石井町2丁目
中央１丁目
清岸寺町
南 元 町
淡窓２丁目
淡窓２丁目
清 水 町
城町１丁目
隈１丁目
天 神 町
本 町
田島１丁目
清岸寺町
中央１丁目
淡窓２丁目
中央１丁目
石井町2丁目
清岸寺町
南 元 町
清 水 町
淡窓２丁目
誠 和 町
田島１丁目
天 神 町

清 水 町
石井町2丁目
清岸寺町
南 元 町
城町１丁目
淡窓２丁目
誠 和 町
隈１丁目
淡窓２丁目
田島１丁目

28 - 8 7 7 1
2 4 - 2 3 2 3
2 2 - 6 1 6 1
2 2 - 3 2 9 2
2 7 - 5 0 5 0
2 2 - 0 0 3 3
2 3 - 6 0 0 9
2 2 - 1 1 7 0
2 4 - 1 1 4 8
2 2 - 1 6 4 8
2 2 - 3 3 0 0
2 3 - 8 1 2 3
2 4 - 4 1 5 5
2 8 - 8 7 7 1
2 2 - 7 1 7 1
2 4 - 2 3 2 3
2 2 - 6 1 6 1
2 7 - 5 0 5 0
2 2 - 1 2 3 1
2 2 - 0 0 3 3
2 3 - 6 0 0 9
2 2 - 3 2 9 2
2 2 - 1 1 7 0
2 2 - 1 6 4 8
2 4 - 4 1 5 5
2 4 - 2 3 2 3
2 4 - 1 1 4 8
2 3 - 8 1 2 3
2 8 - 8 7 7 1
2 2 - 7 1 7 1
2 7 - 5 0 5 0
2 2 - 6 1 6 1
2 2 - 3 3 0 0
2 2 - 1 1 7 0
2 3 - 6 0 0 9

2 7 - 5 0 5 0
2 3 - 8 1 2 3
2 8 - 8 7 7 1
2 2 - 7 1 7 1
2 2 - 1 2 3 1
2 4 - 2 3 2 3
2 2 - 3 3 0 0
2 2 - 0 0 3 3
2 2 - 6 1 6 1
2 2 - 1 1 7 0

原 病 院
城 谷 病 院
五反田胃腸科外科病院
堀田クリニック
秋 吉 病 院
大 河 原 病 院
原 病 院
城 谷 病 院
五反田胃腸科外科病院
堀田クリニック

石松朗歯科医院
はたの歯科医院
※武内歯科医院
井 上 歯 科 医 院
伊 藤 歯 科 医 院
※小野歯科医院
樋口歯科クリニック
もちまつ歯科医院
後 藤 歯 科 医 院
※桑野歯科医院

◯

三本松２丁目
元 町
若 宮 町
新 治 町
豆 田 町
隈２丁目
三本松２丁目
元 町
若 宮 町
新 治 町

22 - 7 1 5 1
2 3 - 6 1 1 5
2 3 - 8 3 8 6
2 2 - 2 6 6 2
2 3 - 0 8 0 8
2 2 - 3 1 3 1
2 2 - 7 1 5 1
2 3 - 6 1 1 5
2 3 - 8 3 8 6
2 2 - 2 6 6 2

丸山１丁目
豆 田 町
元 町
三本松１丁目
玉 川 町
天瀬町赤岩
南 元 町
清 水 町
東 町
隈２丁目

24 - 3 7 1 8
2 2 - 7 7 3 6
2 2 - 3 0 3 4
2 2 - 3 3 0 5
2 4 - 5 7 0 0
5 7 - 2 1 0 2
2 2 - 8 8 8 1
2 2 - 8 0 7 1
2 2 - 0 0 0 2
2 2 - 2 5 5 6

5
12
14
15
19
26
2
9
16
17

8

9

5
12
14
15
19
26
2
9
16
17

8

9

5
12
19
26
2
9
16
17
22
23

8

9

※変更することがありますので、注意してください。
　問合せは、市役所☎㉓3111又は夜間・休日当番医案内
　☎㉓0099（午後５時以降音声テープ対応）へ。

※変更することがありますので、注意してください。
　問合せは、市役所☎㉓3111又は夜間・休日当番医案内
　☎㉓0099（午後５時以降音声テープ対応）へ。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

8

9

水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

※救急指定病院は、入院治療が必要な重病患者を対象とします。対象とならない人の受診により、救急指定病院の業務に支障を
来しますので、気になる症状がある場合は、早めにかかりつけ医に受診し、夜間等に診察が必要になった場合は、上記の「当
番医」で受診しましょう。

　実物大の妖怪展示や、妖怪の絵の募集、妖怪パズルなど、怖くて涼しい
催物がいっぱいです。お子さんから学生、社会人まで楽しめます。
　是非、お越しください。

■とき　　８月１日㈬～８月15日㈬
■ところ　２階研修室

　図書館で予約回数の多かった本
を紹介します。本選びの参考にし
てください。

■対象　小学生以下の図書館利用者
■期限　12月28日㈮

今月の新刊。

夏の妖怪（ようかい）展

８月のベストリクエスト子供用スタンプラリースタート！

日 月 火 水 木 金 土

８ ９ 10 11

１ ２ ３ ４

６ ７５

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

８月（■…休館日）

舟を編む　　　　　 
三浦しをん／著１

霖雨　　　　　　　 
葉室 麟／著１

おいでよ！おはなし会
●とき・ところ（午後２時～３時）
　8月11日㈯・25日㈯　
　児童コーナー
●内容　
 ボランティアの皆さんによる紙
芝居や大型絵本等の読み聞かせ

３
共喰い　　　　　　 

田中慎弥／著

３
サファイア　         

湊かなえ／著

３
ナミヤ雑貨店の奇蹟 

東野圭吾／著

フェイスブックが危ない
守屋英一／著　文春新書
利用者の激増に伴って、プライバ
シーの流出やサイバー犯罪の被害
も増加しているフェイスブック。
セキュリティの第一人者が、安心
して使うための実践的なノウハウ
を伝授。１,０００万ユーザー必読。

光
道尾秀介／著　光文社
仲間と共に経験した、わくわくする
ような謎。逃げ出したくなる恐怖
と、忘れがたい奇跡…。闇と光の作
家・道尾秀介が、柔らかくも綿密に
書き上げた、少年小説。

とってもかわいい！
たべものおりがみ
いしかわまりこ／著　ポプラ社
スイーツやパン、お弁当など、大好
きな食べ物を折って遊ぼう！おいし
そうな食べ物の折り紙60点を、カラ
ー図解で紹介。簡単、かわいいアイ
デアが満載の１冊。

図書館

に
行こう
淡窓図書館

TEL 22－2497
（FAX 26‐3210）

開館時間：午前10時～午後７時
　　（日曜日は午後６時まで）



　
７
月
３
日
か
ら
の
大
雨
に
よ
り
被
害
に

遭
わ
れ
た
市
民
の
皆
様
に
、
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
３
日
、
１
時
間
に
約
80.5
ミ
リ
を
記
録
し

た
豪
雨
は
、
河
川
や
道
路
、
農
地
や
山

林
、
住
居
な
ど
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
ま
た
、
復
旧
作
業
に
追
わ
れ

て
い
た
矢
先
の
14
日
に
も
、
追
い
打
ち
を

か
け
る
よ
う
に
再
び
豪
雨
が
襲
い
ま
し
た
。

　
３
日
の
豪
雨
で
は
河
川
の
氾
濫
や
家
屋

の
倒
壊
に
よ
る
人
的
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
続
く
14
日
の
豪
雨
で
は
、
残

念
な
が
ら
車
で
筑
後
川
に
転
落
す
る
と
い

う
不
幸
な
事
故
が
発
生
し
、
死
者
が
１

名
、
負
傷
者
が
１
名
、
住
家
の
全
壊
や
半

壊
、
一
部
損
壊
、
床
上
・
床
下
浸
水
と
い

っ
た
家
屋
被
害
は
１
０
０
０
件
以
上
、
道

路
や
河
川
、
土
砂
災
害
、
農
林
水
産
被
害

や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
あ
る
水
道
な
ど
、
そ

の
他
の
被
害
も
８
０
０
件
を
超
え
、
こ
れ

ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
災
害
と
な

り
ま
し
た
。

　
特
に
、
自
宅
の
状
況
を
心
配
し
な
が
ら

避
難
所
で
の
不
安
な
夜
を
過
ご
さ
れ
た
方

や
、
家
屋
を
失
わ
れ
た
り
再
度
の
浸
水
に

遭
わ
れ
た
方
々
の
重
な
る
心
労
は
察
す
る

に
余
り
有
り
ま
す
。

　
市
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
災
害
の
復
旧

と
被
災
者
の
皆
様
へ
の
支
援
に
で
き
る
限

り
早
急
に
対
応
す
べ
く
努
め
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
同
様
に
早
期
か
ら
献
身
的
な
援

助
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、
国
・
県
を
始

め
、
日
本
赤
十
字
社
や
大
分
市
、
各
種
団

体
の
方
々
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
、
支

援
金
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
衷
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
の
方
々
が
自
主
的
か
つ
迅

速
に
避
難
を
呼
び
掛
け
て
い
た
だ
い
た
こ

と
が
、
被
害
の
拡
大
を
防
ぐ
大
き
な
要
因

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
確
信
い
た
し
て
お
り

ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
災
害
を
受
け
、
自
助
・
共

助
・
公
助
の
重
要
さ
を
改
め
て
認
識
し
た

次
第
で
す
。

　
よ
う
や
く
天
気
も
落
ち
着
き
を
み
せ
、

徐
々
に
ふ
だ
ん
の
生
活
を
取
り
戻
し
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
道
路
の
寸
断
や
土
砂
災
害

の
危
険
性
の
除
去
、
山
林
・
農
地
災
害
の

復
旧
な
ど
、
完
全
復
旧
に
至
る
に
は
、
ま

だ
ま
だ
時
間
を
要
す
る
も
の
も
ご
ざ
い
ま

す
し
、
被
災
さ
れ
た
方
々
へ
の
精
神
的
ス

ト
レ
ス
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
に
も
継
続
し

て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
様
と
力
を
合
わ
せ
て
、
こ
の

災
害
を
乗
り
越
え
る
ま
で
、
全
力
を
挙
げ

て
取
り
組
み
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　 

日
田
市
長
　
原
田
啓
介

元
の
生
活
を
取
り
戻
す
ま
で
、
全
力
を
挙
げ
て
復
旧
に
取
り
組
み
ま
す
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